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業 種 医療・福祉 

業 務 概 要 ・病院(外来及び入院)       ・高齢者グループホーム 

・サービス付き高齢者向け住宅   ・デイサービスセンター 

・居宅介護支援事業所 

行 動 計 画 期 間 令和４年３月３日 ～ 令和７年３月３１日 

行 動 計 画 の 

主 な 内 容 
目標１）育児休業等の制度についての有期契約職員向けのリーフレットを作

成し，有期契約職員および管理職に配布し，制度の周知を図る。 

〈対策〉 

・令和４年３月～ 職員の意見を聞き，検討開始 

・令和４年４月～ 制度に関するリーフレットの作成・配布，有期契約職員お 

よび管理職を対象とした説明会及び書面回覧による全職員 

への周知 

目標２）小学校 3 年生までの子を持つ職員が子どもの看護のための休暇を時

間単位で取得できるよう，対象を拡大した制度の導入。 

〈対策〉 

・令和４年３月～ 職員の意見を聞き，検討開始 

・令和４年４月～ 制度導入 

・令和４年４月～ 書面回覧や説明会により，職員への制度周知 

目標３）有期契約職員を含む職員の年次有給休暇の取得日数を 1 人あたり 

８０％以上とする。 

〈対策〉 

・令和４年３月～ 年次有給休暇の取得状況を把握する 

・令和４年４月～ 各部署において年次有給休暇の取得計画を策定する 

・令和４年４月～ 職場内掲示などでキャンペーンを行う 

こんな両立支援に 

取り組んでいます 

■仕事と子育ての両立を支援するため、育児休業等を取得しやすく、職場復帰 

しやすい環境づくりに取り組んでいます。 

■仕事と家庭の両立がうまく図れるよう、年次有給休暇の取得率の向上を目指 

し、子供の行事に対応できるよう、半日単位の有給制度を導入しています。 

■子育て、介護などのため夜勤が出来ない職員に対して、希望により配置換え 

や夜勤のない勤務を組むよう配慮しています。 

■職員の健康確保のため、インフルエンザ予防接種の費用を施設負担としてい 

ます。 


